
 

船舶事故調査報告書 

平成２９年３月１６日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２８年９月１１日 １７時１５分ごろ 

発生場所 山口県宇部市宇部空港南方沖 

 亀ケ瀬灯標から真方位０８３°５３０ｍ付近 

 （概位 北緯３３°５４.９′ 東経１３１°１７.５′） 

事故の概要 漁船八幡
や は た

丸は、東進中、また、プレジャーボート海恵
か い え

Ⅱは、釣りを

しながら錨泊中、両船が衝突した。 

事故調査の経過 平成２８年９月１２日、主管調査官（門司事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ  漁船  八幡丸、４.６トン 

     ＹＧ３－５２０７９（漁船登録番号）、個人所有 

Ｂ  プレジャーボート  海恵Ⅱ、５トン未満（長さ６.２６ｍ） 

      ２９０－５４３９４山口、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ  船長Ａ、一級小型・特殊・特定 

Ｂ  船長Ｂ、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ  球状船首部に擦過傷 

Ｂ  右舷中央部外板に破口、船外機カバーに割損 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向  東、風力  ３、視界 良好 

海象：うねり  波高約０.５～１.０ｍ 

 事故の経過 

 

 Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、船長Ａが、操舵室後方に立ち、

僚船との無線通信をしながら、自動操舵により東進していたところ、

右舷船首方に停泊中の小型船を認め、同船を近い距離で通過する状況

となるので、同船に視線を向けて通過した後、前方に向き直ったとこ

ろ、船首方間近にＢ船の船尾を認め、主機のクラッチを後進に入れた

数秒後に軽い衝撃を感じた。 

  Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、主機を停止し、船首を東方に向

けた状態で釣りを行いながら錨泊中、船長Ｂが、Ｂ船に向けて接近す

るＡ船を認めたが、Ａ船がＢ船を避けるものと思っていたところ、Ａ

船が針路を変えずに接近することに不安を感じ、Ａ船に対して両手を

振りながら大声を出したものの、Ａ船とＢ船とが衝突した。 

分析  Ａ船は、船長Ａが、停泊中の小型船と近い距離で通過することに注

意を向け、船首方の見張りを適切に行っていなかったことから、前路

で錨泊中のＢ船に気付かなかったものと考えられる。 

原因 本事故は、船長Ａが、停泊中の小型船と近い距離で通過することに

注意を向け、船首方の見張りを適切に行っていなかったため、前路で



 

錨泊中のＢ船に気付かず、両船が衝突したものと考えられる。  


